
 
 

学校におけるパワー・ハラスメント防止について 

 
義 務 教 育 課 
高 校 教 育 課 
特別支援教育課 

 
 
１ マニュアル策定の目的 

  職員がパワー・ハラスメントについて正しく理解し、共通の認識を持つことにより、学校における

パワー・ハラスメントを防止し、働きやすい健全な職場づくりを推進するため、「パワー・ハラスメ

ント防止マニュアル」を策定する。 
 
 
２ マニュアルの概要 

（１）パワー・ハラスメントの定義   
   職場の上下関係や権力を利用し、業務や指導などの適正なレベルを超えて、継続的に行われる強

制や嫌がらせなどの言動を行うこと。 
 
（２）パワー・ハラスメントになり得る行為 
  ・言葉の暴力 
  ・指導の域から外れた嫌がらせ 

・威圧的な行為 
 

（３）パワー・ハラスメントをなくそう 
  ・パワー・ハラスメントを起こさない・受けないためのポイント 
  ・校長に求められる責務 
 
（４）『パワー・ハラスメント相談窓口』の活用 
 
（５）『パワハラ・チェックシート』 
 
 
３ 全国状況 

  パワー・ハラスメント防止の取組について、平成23年９月に全国調査を実施 
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